
総務文教常任委員会審査日程 
 

日 時  令和３年９月７日（火） 

     午前１０時 

 場 所  第２委員会室      

 

～審査内容～ 
 

１ 議案第７１号 山陽小野田市立小・中学校条例の一部を改正する条例の制

定について                       （教育総務） 

 

２ 閉会中の継続調査事項について 

 



 津布田小学校区・埴生小学校区の 

 保護者、地域の皆さまへ 
 

 

 

令和３年８月 第２号 

発行：山陽小野田市教育委員会事務局 

TEL 82-1200 FAX 84-8691 

 

 

津布田小学校統合協議会での協議・検討が進む！ 
 

令和３年６月２３日（水）に、 

第２回津布田小学校統合協議会 

が、委員 16名の参加により、 

津布田小学校体育館で開催され 

ました。 

当日は、各部会から検討した 

報告があり、委員から活発な意 

見が出され協議が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■PTA部会 

【報告】埴生小・中学校の PTAについて 

 令和 3年 4月から、埴生小学校と埴生中学校の PTAが統合したが、今

後は、その規約に津布田小学校ＰＴＡの規約を加える協議を行っていくと報

告がありました。 

津布田小学校 
統合協議会だより 

3部会からの協議報告事項 

 

■4月の人事異動等により、委員が交代しました。 

（新規委員）津布田小学校  加部真理子委員、 

埴生小・中学校 田坂哲省委員、政田一博委員、萱野誠委員 
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■通学部会 

【報告】 

・スクールバスについて 

 教育委員会事務局が示した運行方法（案）について PTAでアンケートを

行いましたが、意見が割れている状況で、今後も引き続き協議を行っていき

ます。 

  
 
 
 
 
 
 
・校服の補助について 

 教育委員会事務局の補助の希望範囲の調査に対して、対象については制服 

上下、体操服上下、通学帽、校章でＰＴＡ全会員が 100％補助を希望して 

います。 

・委員からの質問、要望 

 スクールバスの運転手の人数は？ ［交代も含めて 2人は必要］ 

運転中の事故が起きた場合の対応は？ ［運転手に携帯電話を貸与］ 

1日の便数は？ ［登校 2便、下校 2便］ 

バスに乗り遅れた時は？［保護者が責任をもって送り届けてほしい］ 

防犯対策をしっかりしてほしいとの要望 

※［  ］内は教育委員会内の回答 

【教育委員会事務局が示した案】 
 ・スクールバスの運行方法について 
  ①全員小学校に集まってからバスに乗車し、埴生小学校に移動する。 
  ②最寄りの停留所で順次乗車し、埴生小学校に移動する。 
  ③津布田小学校に集まってからバスに乗車し、埴生小学校よりの児童 

は最寄りの停留所で乗車。 
  ※登校と下校は別の組合せも可。 

■学校部会 

【報告】これまでの取組、今後の予定 

 ・授業交流 … 高学年は週 1回、低・中学年は月 1回、津布田小から埴 

生小・中へ移動し授業を受けます。 

 ・行事交流 … 修学旅行、宿泊学習や社会見学等は例年通り合同で実施し 

ます。 

 ・乗り入れ授業 … 埴生小・中学校教員 3名が津布田小学校で、毎週授 

業を行います。 

 ・その他 … 学年別の連絡会議を 4／28に実施。夏休みに第 2回目を行

います。  

・今後の予定 … 小中一貫カリキュラム、校時表、学習のきまり、家庭学 

習の約束、児童・生徒統一マニュアル、生活のきまりは 

作成済です。今後、教材備品や台帳整理、引継ぎ等を行 

っていきます。 

【事務局から今後のスケジュールについて】 
  
 令和３年９月市議会で、「山陽小野田市立小・中学校条例」の中の「山陽小

野田市立津布田小学校」を削る改正案（施行は令和４年４月１日）を提出

し、統合に係る予算は１２月市議会に提出する予定を説明しました。 



閉会中の継続調査事項について 

委 員 会 名 調 査 事 項 調 査 期 間 

総務文教常任委員会 

・秘書に関すること。 

・議会及び行政一般に関すること。 

・文書及び法制に関すること。  

・情報公開及び個人情報保護に関する 

こと。 

・統計調査に関すること。 

・防災及び危機管理に関すること。 

・組織及び職員定数に関すること。 

・職員の人事、給与及び福利厚生に関 

すること。 

・税の賦課徴収に関すること。 

・債権の調査及び徴収に関すること。 

・消防に関すること。 

・総合計画及び新市建設計画に関する 

こと。 

・重要政策の立案及び調整に関するこ 

と。 

・事務管理に関すること。 

・広域行政に関すること。 

・行政改革の推進に関すること。 

・合併に係る調整事項に関すること。 

・総合教育会議に関すること。 

・予算その他財務に関すること。 

・市有財産に関すること。 

・情報処理及び情報化に関すること。 

・シティセールスに関すること。 

・観光に関すること。 

・広報に関すること。 

・入札及び検査に関すること。 

・教育に関すること。 

・まち・ひと・しごと創生総合戦略に 

関すること。 

・選挙事務に関すること。 

・市役所庁舎改修事業に関すること。 

・学校給食に関すること。 

令和３年１０

月９日まで継

続して閉会中

も調査する。 

 


